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第三帝国の社会史と「経済の脱ユダヤ化」

山本達夫

はじめに＝SOPADEの報告

 1938年夏、ドイツ国内では新たな反ユダヤ行動

がくりひろげられていた。なかでもユダヤ人が経

営する商店が攻撃され、店舗の破壊と略奪、「ユ

ダヤ商店jUdisches Geschaft」の登録と印付け、ボ

イコット、さらにユダヤ人経営者への暴行、逮

捕・連行など、その規模と広がりはこれまでにな

いものであった。当時ドイツ国内には、1933年の

ナチ党による政権掌握以来、非合法化されていた

ドイツ社会民主党の関係者が潜伏していて、日々

目のあたりにする反ユダヤ行動の実態を、プラハ

のSOPADE(ゾパーデ＝亡命社会民主党)本部に
                     (1)
報告していた。SOPADEは機関誌『ドイツ報告』

に「ユダヤ人に対するテロ」という項目を設け、

この新しい大規模な反ユダヤ行動の実態を報告を

するとともに、その原因分析をこころみている。

 この新たな、度を越えた残虐さで行なわれたユ

ダヤ人迫害の動機は何なのか。この問いに答を出

すのは困難である。確かなことは、この独裁体制

がその活発な宣伝機構を維持し、増大する経済的

困難を説明するために敵を必要としているという

ことだ。「全ユダヤAlljuda」をこの敵に仕立て上

げることほど楽で安全なものはない。だが、この

説明では十分ではない。将来、何か面倒なことが

起きたら責任転嫁できるよう、この種の「敵」を

少しは国内に留めおこうという配慮がなされてい

るようにはみえないからだ。この政府はむしろ、

ユダヤ人を一人残らず追い払おうとしていたよう

に思える。

 ユダヤ人財産を没収することで国家が手に入れ

る収入は、たしかに現時点では緊急に必要なのだ

が、その意義は過大評価されてはならない。ユダ

ヤ資本はすでに広範囲にわたって台無しにされて

いるのだし、またアーリア化によって、以前には

利益をあげていた企業が赤字経営に転落させられ

ることもしばしばだからだ。

 結局のところ、ユダヤ人の追放もドイツの戦争

準備の一部分なのだ。戦争となれば、政府はユダ

ヤ人をあてにはできない。だからといって40万人

のユダヤ人を一人残らず捕まえたり殺したりとい

うのはとてもできない相談だ。となるとユダヤ人

がさっさとこの国から追い出されるというのが一

番である。しかしこの見解にしても、それだけで

は決定的ではないかもしれない。というのも、国

外移住に際しての税法上・外国為替法上の規定を

ほんのわずかでも緩めればユダヤ人の国外移住を

格段に加速できるのに、この政府はそうしていな

いからである。

 純粋に合理的な原因の探求には限界がある、と

いうことで折り合いをつけねばなるまい。つぎに

示す法律や命令のいくつかは激烈な人種憎悪によ

ってしか押しつけることのできないものであり、

これは理性的な解釈の手に負えないものである。

倦むことなく敗者と弱者を打ちすえる嗜虐性、ち

なみにナチズムはユダヤ人以外の人びとにもこの

嗜癖をあらわにしたのであるが、これは客観的な

観察者の理解を超えるものだ。この嗜虐性の存在

はそれとして認めた上で、その時どきの効果を書
             の
き記していくほかないだろう。

平成17年9月26日受理

 SOPADEの報告者がいうように、1938年夏の反

ユダヤ行動は本当に合理的な解釈の手に負えない

ものだったのだろうか。ナチズムのユダヤ人政策
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をひとつの完結した歴史事象として考察できる立

場にいる我われは、今これにどのような答えを用

意できるのだろうか。

 じつはSOPADEの報告者が目の当たりにした一

連の反ユダヤ行動は、経済の脱ユダヤ化とよばれ

る政策過程とふかく関わっていた。報告の中の

「新たな、度を越えた残虐さで行なわれたユダヤ

人迫害」は、第三帝国のユダヤ人政策において

1937末から38年初頭にかけて頂点に達した経済生

活からのユダヤ人の排除という特徴的な局面に位

置づけられるものである。小論では、最近のナチ

ズム・' zロコースト研究の成果をふまえつつ、経

済の脱ユダヤ化を第三帝国の社会史研究の門中で

どうとらえるべきかを論じたい。

1. 経済の脱ユダヤ化

 経済の脱ユダヤ化Entj udung der Wirtschaftとは、

第三帝国で行なわれた、経済活動・経済生活か

らのユダヤ人およびいわゆるユダヤ経営jUdischer

Betriebの排除を意味するナチ用語である。この排

除は当初、比較的無秩序に行なわれていたが、の

ちに一定の政策として合法的、組織的に展開され

た。政策としての経済の脱ユダヤ化は、具体的に

はユダヤ経営の閉鎖または清算、もしくはドイツ

人への経営所有権の譲渡(アーリア化Arisierung)

という形で実施された。ユダヤ人ならびにユダヤ

                ゆ経営、とくに営業経営Gewerbebetriebに対する迫

害・攻撃は、1933年のナチ党による政権掌握直後

から個別行動Einzelaktionとして一般に繰り返さ

れ、それらが結果的にユダヤ経営の移譲や閉鎖に

つながることも少なくなかった。しかし一般的に

は、ナチたちはユダヤ人に対する措置を講じるに

あたって、きわめて厳格に法的基礎を尊重した。

なぜなら単なる儲け願望は、社会的諸関係さらに

は市民財産状況を危険にさらすおそれがあり、そ

のため「合法的」な手続きによる規定がなされる

必要があったからである。このことは他方で経済

の脱ユダヤ化がドイツ社会の広範囲にわたって徹
                くの
底的に行なわれた要因ともなっていた。

 第三帝国指導部が経済の脱ユダヤ化を経済社会

政策の一環として組織的に整然と遂行することを

目的として、積極的にこの問題に関与しはじめた

のは1937年後半以降であった。国家の介入は1938

年春から夏にかけて頂点を迎え、ほぼ同年のうち

には、それまで存在していたユダヤ経営の大半は

ドイツ経済社会から、少なくとも目に見える形で

は姿を消した。先のSOPADEの報告者が目のあた

りにしたのは、まさにこの政策が遂行されるなま

なましい現場だったのである。

 経済の脱ユダヤ化の大波が押し寄せた1938年

は、第三帝国のユダヤ人迫害、ユダヤ人政策の歴

史においても特別な位置を占めていた。ドイツ・

ユダヤ人全国代表部は、1938年度の活動報告の中

で、「1938年はユダヤ人の運命において歴史的な

転換点を意味している」と総括している。他方ド

イツ外務省も1939年1月、「1938年度の外交政策

の要因としてのユダヤ人問題」と題する報告書の

冒頭でつぎのように記していた。「運命の年1938

年が、大ドイツ思想の実現と時を同じくしてユダ

ヤ人問題をその解決に近づけたのは、おそらく偶
         ゆ
然ではないであろう。」祖国ドイツに留まる最後

のよりどころであった生活基盤を失ったユダヤ人

にとって「ユダヤ人のいないjudenfrei」社会が急

速に立ち現われた1938年が「歴史的な転換点」と

なった一方、同年3月に懸案のオーストリア合邦

を実現させた第三帝国指導部は、ユダヤ人が社会

的経済的な影響力をほぼ失い、これと並行して強

制的な国外移住政策が動き出した状況に「ユダヤ

人問題」の解決を見てとったのであった。しかし

実際には、経済生活から排除されて貧困化した大

量のユダヤ人が残留したことで、国外移住(＝追

放)政策は行き詰まる。経済の脱ユダヤ化の進行

とともにドイツ全体が巨大なゲットーと化したの

である。数年後の東方占領地におけるゲットー政

策の破綻と強制移送・絶滅政策の展開までを視野

に入れて考えるとき、経済の脱ユダヤ化政策は、

第三帝国のユダヤ人政策の全体の流れの中でも重

要な「転換点」をなしていたといえるのである。

2. 第三帝国におけるユダヤ営業経営の運

 命

 経済の脱ユダヤ化の大波が押し寄せた1938年

は、ドイツ・ユダヤ人にとってどのような意味で

「歴史的な転換点」だったのか。ここでは経済の

脱ユダヤ化の実態を、ゲティンゲン市を対象に分

析したブルンス＝ヴューステフェルトの「脱ユダ
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          ゆ
や化」に関する実証研究によりながら、「運命の

年1938年」の意味を数字の上から確認しておきた

い。

 ドイツ中部、ヒルデスハイム行政区の南部に位

置する大学町ゲティンゲンは、1933年現在の人口

が4万7149人、うちユダヤ人は429人(ただしナ

チ体制の定義による「非アーリア人」は491人)

で、全住民に占めるユダヤ人の割合は0. 91％

(「非アーリア人」の割合は1. 04％)であった。こ

れは1933年現在のプロイセン州人口に占めるユダ

ヤ人の割合(0. 91％)と同程度で、全ドイツ人口

に占めるユダヤ人の割合(0. 77％)よりも若干高

い。

 ユダヤ人住民429人のうち、就業者は240人であ

った。〔表1〕はゲティンゲンにおける就業者の

職業業種と社会的地位の構成を示したものであ

る。大学町であることを反映して、ユダヤ人就業

表1:ゲティンゲンにおける就業者の職業・社会構成(1933年)＊12)

全住民 ユダヤ人

絶対数 割 合 絶対数 割 合

工業・手工業

@うち自営

@うち従業員

4，448 28. 0 11

W
3

4. 6

R3
P. 3

商業・流通業

@うち自営

@うち家族

@うち従業員

5，116 32. 2 147

W7

P7

S3

 61. 3

@36. 3
@ 7. 1「 17. 9

官吏・サービス業

@うち自営

@うち官吏

@うち職員

4，465 28. 1 69

P2

Q0

R7

28. 7

T. 0

W. 3

P5. 4

農林業 2，595 16. 3
一 ｝

家事奉公 293 1. 8 13 5. 4

合計 15，894 100. 0 240 100. 0

者の中では大学関係者が比較的に多いことがひと

つの特徴となっている。全就業者のうち45人が大

学関係者(プロフェッソァ、助手、職員)で、こ

れは官吏・サービス業の3分の2にあたる。また

大学関係者と自由業(法曹関係者、医師、歯科医

師)で全体の29％を占めている。他方「商業・流

通」関係が全体の61％を占めいている点は、全国

的な職業分布に近い。(〔表2〕のユダヤ人就業者
      の
の構成を参照)つまりユダヤ人就業者の大半は中

間層の営業で生計を立てていたことになる。そこ

では自営の商人としての活動が優先されており、

「商業・流通業」の項目におけるユダヤ人就業者

は、例外なく商業で働いていた。

表2:ユダヤ人就業者の構成と工業・商業部門の自営業者の割合(1933年置＊13)

ドイツ
S  体

ユダヤ人 ユダヤ人

ﾌ比率
自営業者の比率
@(全ドイツ)

自営業者の比率
@(ユダヤ人)

農業 28. 9 1. 7 0. 04

/ /工業・手工業

@うち食料晶関係

@うち衣料品関係

40. 4

T. 0

S. 6

23. 1

S. 4

X. 2

0. 43

O. 65

P. 49

11. 6

P5ユ

R2. 2

34. 7

R7. 3

R7. 6

商業・流通業

@うち商業

18. 4

P0. 0

61. 3

T7. 0

2. 48

S. 25

21. 2

R0. 7

51. 6

T3. 0

官吏・自由業 8. 4 12. 5 1. 11

家事奉公 3. 9 1. 4 0. 27/ /総計 100. 0 100. 0/
 1933年初頭の時点で、ゲテインゲンには2，410

件の営業経営があった。ユダヤ人経営の営業経営

は97件(全体の4％)で、そのうち81件が商業部

門に属していた。その内訳は、卸売業が30件、小

売業51件であった。〔表3〕はゲティンゲンにお

ける商業部門におけるユダヤ経営の分布状況を示

したものである。これをみると、数字の上では中

表3:ゲティンゲンにおける商業部門経営の分布状況(1933年)＊14)

/ 経営総数 ユダヤ経営
ユダヤ経営
ﾌ割合(％)

卸売業 食糧・嗜好品 40 11 28

原料・半製品 24 6 25

完成品 24 6 25

家畜 16 7 44

小売業 全品目 14 4 29

食糧・嗜好品 268 4 1

衣料品 105 21 20

家庭用雑貨 25
一 一

機械・乗り物 15
一 一

薬品・化粧品 33 1 3

その他 101 3 3

行商 21 1 5

商業代理、商業

仲介・不動産 184 14 8

金融・保険 43 3 7

総計 834 81 10

小の衣料小売業の商店所有者が最も多いが、卸売

部門にも多くのユダヤ経営があったことがわか

る。

 ユダヤ人の職業生活に特徴的だったのは、経済

的独立性である。ゲティンゲンではユダヤ人就業

者のほぼ半数(45％)が自営業者であった。自営

業者の比率はとくに工業・手工業、商業分野にお

いて際立って高く、前者では73％、後者でも約6

割が自営であった。ゲティンゲンの全就業者に対

する自営業者の割合がわずか17％であったことを

考えると、ユダヤ人の自営率の高さは際立ってい

たといえる。全国的にも確認できるユダヤ人の独

立志向(〔表2〕参照)の原因としては、周囲の

ドイツ人たちとの不必要な摩擦を避けたいがため

に、小さいながらも一国一城の主として自営業者

になるか、ユダヤ人経営者に雇用されることを希
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            ゆ望したことなどが考えられる。

 ゲティンゲンにおけるユダヤ人就業者数240人

は、同市の全就業者の1. 5％に相当する。この数

字は同市のユダヤ人人口比(1. 04％)をわずかに

上回る程度であるが、経営の所有率(約4％)は

人口比をはるかに上回り、とくに商業部門ではユ

ダヤ人所有の経営は経営全体の10％を占めてい

た。

 ユダヤ人がその総人口比よりも大きな割合で関

与していた営業部門は、経済的な権力要素ではな

く、ましてや政治的な権力要素でもない。にもか

かわらず、ユダヤ人の経済活動はゲティンゲン市

では目立つものであった。彼らの経済活動は人び

とが日ごろひんぱんに接触する分野で営まれてお

り、人びとは日常生活のさまざまな事についてユ
                 ゆ
ダや人と関わりをもっていたのである。このこと

はまた、店舗(営業経営)がユダヤ人たちの最重

要の生活拠点であったことを示している。

 〔表4〕はゲティンゲン市と、同じく大学町と

して有名なマールブルク市およびハイデルベルク

市におけるユダヤ人所有の営業経営数の推移を示
       くゆ
したものである。ここには第三帝国においてユダ

     表4:ユダヤ営業経営数の推移＊15)

/ 1933年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年

ゲテインゲン 97 78 70 59 51 44 2 0

マールブルク 61 52 46 36 26 19 0 一

ハイデルベルク 141 119 110 97 87 74 12 2

ヤ経営がたどった運命の平均的な姿を見てとるこ

とができる。ナチ党による政権掌握後、さまざま

な迫害・妨害にさらされるなかで、ユダヤ営業経

営が営業を継続していくことが非常に困難であっ

たかがわかる。そこにはさらに、ユダヤ経営の数

が年とともに断続的に減少していく中で1938年が

明確な「転換点」となっていることも確認できよ

う。ドイツ在住のユダヤ人のうち、商・工・流通

業関連の営業経営で生計を立てていた60～70％の

人びとに、約20％の年金生活者を加えると、ほぼ

9割の人びとが1938年までに事実上、生活基盤・

生存手段を失ったのである。「運命の年1938年」

は、文字どおり「ドイツ・ユダヤ人の財政の死
             ロめ
Finanztod der deutschen Juden」をもたらしたので

あった。

 経済の脱ユダヤ化は、近代ドイツ史上、旧東ド

イツ地域で1945年以降に行なわれた所有権剥奪が

かろうじてその規模で上回る、極めて大規模な所
                     くゆ
有権の移動のひとつであったといわれている。

「ユダヤ人の陰謀」としての1918年革命とその成

果の克服を最重要の政治目標にかかげた第三帝国

指導部にとっても、大規模な所有権の変動をもた

らす経済の脱ユダヤ化は、慎重な対処を要求され

る大胆な政策であった。この政策の遂行は、資本

主義秩序を根底からゆるがす大問題に発展する危

険性をはらんでおり、反ユダヤのイデオロギーを

前面に出すだけでは、到底対応できない問題だっ

たからである。経済の脱ユダヤ化の実務的手続き

に関する当時の法令注釈書のある編集者は、「国

民社会主義国家は、ドイツ経済におけるユダヤ人

の活動を規定することによって、まったくの新天
             ロの
地に足を踏み入れたのである」と記し、この政策

のすそ野の広がりに注意をうながしている。

 一般に第三帝国のユダヤ人政策というと、ホロ

コースト(ユダヤ人絶滅政策)が想起されること

が多い。これに対してある研究者はつぎのように

述べている:法経済政策的に複雑な経済の脱ユダ

ヤ化「アーリア化」の遂行に費やされる時問や労

力、才能や知識、それに一般市民の協力者の数は、

人間のたんなる移送や虐殺であるホロコーストの

場合よりも、はるかに大きかった… 結局のと

ころ、アーリア化で問題となったのが有価物であ

り、その存続を隠蔽しなければならなかったのに

対し、他方、絶滅収容所においては、人間をただ
            ロ  
消すだけでよかったのだから。

 じっさい経済の脱ユダヤ化は社会・経済の広範

囲におよぶ政策であり、第三帝国の多くの組織、

部署がこれに関与していた。1938年に出された幸
くエ ラ

令で定められた上級行政官庁h6here Verwal-

tungsbeh6rdeをはじめ、甲州、下行年季、警察、

行政裁判所、税務署、商工会議所、手工業会議所、

ナチ党大管区経済顧問Gauwirtschaftsbera-

ter:GWB、ドイツ労働戦線DAF、全国食糧身分、

公証役場などが多かれ少なかれこの問題に関与

し、ユダヤ経営とユダヤ人の運命を決定していっ

たのである。またアーリア化は、第三帝国の国策

として強制的に遂行されたのではなく、政治的・

社会的な過程として、そこに何百万ものドイツ人

たちの直接間接の関与があってはじめて可能にな

った。それには膨大な処理時間と労力が費やされ、
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専門知識・才能が動員され、一般市民の中から必

要な協力者を見つけ出さなければならなかったの
  く い
である。

 第三帝国におけるユダヤ人迫害の重要な局面で

あった経済の脱ユダヤ化は、ドイツ在住のユダヤ

人の運命とともにドイツ経済社会に大きな変化を

もたらした。かつてはどこの町でも普通に見られ

たユダヤ商店が跡形もなく姿を消してしまった今

日のドイツの街路景観は、それを端的に語るもの

である。にもかかわらず、経済の脱ユダヤ化の問

題は、これまでドイツ現代史研究において独立し

たテーマとして論じられることはほとんどなかっ

た。実際的な理由としては、この問題に関する史

料の一部が比較的最近まで研究者の利用に供され

なかったことがあげられる。しかし圧倒的なホロ

コーストの現実の前に、絶滅政策以外の政策がす

べて絶滅政策に湿田するものとして考察する、あ

るいは付随的・周辺的に取りあつかわれてきたこ
         にめ
ととも無縁ではない。いうなれば、それ自体とし

ても十分深刻な犯罪が、それよりも一層重大な犯

罪にのみこまれたために、後景に退いてしまった

のである。そこで以下、この点を研究史の流れの

中で検討し、問題点を整理しよう。

3. 研究史の検討

 奇妙なことに第三帝国のユダヤ人政策の研究は

長いあいだ先のSOPADEの報告者の立場、つまり

ナチズムの激越な反ユダヤ主義の存在をそれはそ

れとして認め、その時どきの効果を書きしるす、

という立場を受け継いできたように思う。そして

これには理由がある。第三帝国のユダヤ人政策の

研究という場合、その原点はホロコースト(ユダ

ヤ人絶滅政策)であった。そしてホロコーストの

圧倒的な現実は、のちの研究にひとつの明確な方

向性を付与することになった。つまりホロコース

トの現実があまりにも非日常的なものであったの

で、その原因も非日常的・非現実的、もしくは非

合理的なものの中に探し求められたのである。

 最初、それは「ヒトラーの反ユダヤ主義」に求

められた。戦前におけるヒトラーの狂信的な反ユ

ダヤ的アジ演説、それに駆られた突撃隊員やナチ

党員による街頭での公然たる反ユダヤ行動の蛮行

は、人びとの記憶になおなまなましく、ホロコー

ストは漠然と、これら一連の出来事の延長線上に

おかれたのである。

 「ユダヤ人問題の最終解決」を起点として過去

の歴史の中に次つぎと「根源」が探し求められて

いったのは、いわば当然のなりゆきであった。反

ユダヤ的などんなささいな言辞でも、ドイツ史を

さかのぼって探し出され、ホロコーストとの因果

関係の中でとらえ直されていったのである。近代

反ユダヤ主義が出現した19世紀半ば以降のドイツ

における反ユダヤ主義的な言辞やさまざまな社会

現象は、ホロコーストに直結するものと解釈され

た。このような解釈を可能にしたのは、「反ユダ

ヤ主義」というものを、あたかも時空を越えて偏

在する抽象的な存在であるかのように誤って理解

したことである。

 「ユダヤ人の存在が解決されるべき問題として

意識される」ようになったことが、近代反ユダヤ
              く  ラ
主義の始まりであるといわれる。 しかしこうし

た意識が生じたのは、一定の歴史的・社会的な諸

条件のもとにおいてであった。社会現象としての

反ユダヤ主義がいかなる具体的な形態をとるの

か、いかなる現われ方をするのかは、すぐれて歴

史被制約的なものであり、それ自体ひとつの歴史

的な過程である。この意味において、反ユダヤ主

義はそれぞれの時代に特有なものであり、時代の
                  く ヨラ
特殊な要請の中から生まれるものである。フォル

コフが適切にのべるように、「ナチズム以前に存

在した反ユダヤ主義は、なるほど指摘し得る連続

性という次元においては、ナチズムの政権掌握と

そのユダヤ人政策の重要な『背景』として見なす

ことはできるが、しかしその現象の『説明』とし

て、ましてや『完壁な説明』と考えられてはなら
      ぐゆ
ない」のである。

 従来、第三帝国のユダヤ人政策の研究は政策の

展開過程の分析を軸にすすめられてきた。これは、

第三帝国のユダヤ人政策遂行に関わった諸機関、

なかんずく親衛隊を、ヒトラーの反ユダヤ主義的

意志の直接的な執行者としてとらえたことと関わ

っている。そこで問題になったことはもっぱら、

ユダヤ人絶滅政策にいたる、あるいはいたらざる

をえなかった経緯を、ユダヤ人政策の枠内で政策

決定史として示すことであった。

 政策決定史の研究手法は、第三帝国のユダヤ人
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政策をいくつかの段階に分けて考えるというもの

だった。まず政権掌握直後のユダヤ人経営の商店

のボイコット行動があり、続いて官吏層再建法に

よって先鞭を付けられた一連のユダヤ人の法的定

義付の試みと、ニュルンベルク法に代表される公

生活からの排除の段階がこれに続き、つぎがアー

リア化と呼ばれる経済活動からのユダヤ人の排除

ならびにユダヤ人財産の奪取の段階、そして最終

的に強制国外移住、強制移送・強制収容の段階に
           く ら 
いたる、というものである。

 ユダヤ人政策の段階設定と並行してすすめれら

れたのが、ひとつの段階からつぎの段階へと政策

が進んでいく、その過程についての研究である。

政策を一段階すすめる原動力となっていたものは

何か。当初ヒトラー個人の強烈な反ユダヤ主義を

その答えとして挙げていた研究も、ヒトラーの意

志を具体的に遂行する諸機関・組織が視野に入っ

てくるようになるにつれて政策決定・遂行におけ

る多元性という問題に直面せざるをえなくなり、

ユダヤ人政策史の研究は、第三帝国の支配構造に

ついての一定の了解のもとでしか論じられない性

格のものとなった。

 1970年代後半からドイツ連邦共和国を中心とし

て展開された著名な論争は、ユダヤ人政策に関し

ていえば上述のようなことが背景にあった。私は、

いくぶん長く続いたこの論争には、第三帝国のユ

ダヤ人政策の研究を学問的に進化させるという点

では、肯定的な側面のほかに、否定的な側面ない

し限界があったと考えている。

 まず肯定的な面としては、この論争が主として

第三帝国の意図主義的および機能主義的な解釈を

めぐるものであったこともあって、ヒトラーの世

界観の一要素として広く理解されている反ユダヤ

主義が論争の的になったことが挙げられる。その

結果、論争の過度の白熱化という側面を除いても、

この異なるふたつの立場に立ついずれの側であ

れ、ユダヤ人政策を考察する上での視野を拡げる

ことに貢献し、とくに絶滅政策の起源を多角的に
          し  ラ
考察する下地をつくった。

 つぎに否定的な面としては、意図主義的アプロ

ーチはもとより機能主義的アプローチにしても、

第三帝国における抽象的な反ユダヤ政策の存在を

無批判に前提とし、これを議論の出発点としてい

たことがある。現時点から見れば、これは論争の

性格からしてある程度避け難いものであったとい

えるかもしれない。しかしこの結果、ユダヤ人政

策とこれを生み出し、これと有機的に結びついて

いる個々の局面における社会構造との関連を見定

めるという視点が軽んじられてしまい、あたかも

ユダヤ人政策が一定の社会経済的構造・状況とは

無関係に、一方では「ヒトラーの反ユダヤ主義」

(意図主義的解釈)の中で、他方では互いに競合

する政策担当諸機関のあいだで「自立化」し(機

能主義的解釈)、絶滅政策へと自己変容するもの

として描かれてしまったのである。

 意図主義的アプローチをとる研究者は、第三帝

国のユダヤ人政策を過激化するものとはとらえ

ず、「機が熟し展開していく過程Reifungs-und

EntfaltungsprozeB」と理解する。それは彼らが政

策の進展を、ヒトラーの反ユダヤ主義の貫徹を

「妨げるものが欠落していくFortfall von
                      の
Hindernissen」過程と見なしているためである。
                   く ラ
要するにここにおいては「機会だけが問題」なの

である。

 政策の過激化という点について機能主義的アプ

ローチが示すモデルは、ヒルパークのように、独

裁者の意図を最短コ「スで遂行する能力を備えた

第三帝国の絶滅遂行機構そのものをその原動力と
     く  ラ
見なす立場、複数の政策担当機関の間の「派閥の

消長」(H・ヘーネ)の中で、個々の局面で相対

的にもっとも力のあるものが他を押さえるという

かたちで自らの政策を貫徹していく中で過激な政

策が推進されていくというモデルを提示する研
 く  

究、「諸機関のカオスAmterchaos」が必然的に生

み出す一定の機能を重視し、これが結果的に「累
     く ラ
積的過激化」をもたらしたとする立場などがあ

く 

る。

 ただしこうした機能主義的な説明の仕方にもニ

ュアンスや力点の置き方に相違はある。たとえば

ヒルパークの見るところでは、ナチ党員(ナチ主

義者)によって行なわれた個別行動は、行政の次

元からみると重要性はなく、行政過程における階
                    く 
梯を形成することはなかったとなっているが、モ

ムゼンの研究では、個別行動も含めた諸機関の活

動の全体が、累積的過激化の原因として考察され

ている。ところが、このモムゼンのテーゼにして
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も、全体的なカオスという無計画性の中から最終

解決の起源がいわば「急場を救ってくれる神

Deus ex machina」のごとく出現せざるをえない疑

似体系的な考察方法なのであり、なぜ混沌状態の

中から最終的に特定の政策が選択されたのか、と

いう問いに満足のいく解答を与えるものではな
く 

い。

 最後に、両者の論争に共通する限界を考えてみ

たい。結論を先取りしていえば、それは、この論

争が基本的に戦後のホロコースト研究を規定した

一般的前提の上に立って、それを承認した上で行

なわれたということである。ホロコーストの潜在

的かつ決定的な原因と見なされた(ホロコースト

に行き着かざるを得ない)反ユダヤ主義の存在が

暗黙の了解とされているために、両者ともクルカ

の指摘しているように、「イデオロギー的、ある

いは政治的行政的諸決定が、あたかも社会的な真
                ぼらラ
空状態のなかで下されたかのように」このテーマ

を取り扱っているのである。論争の方向が「歴史

的な出来事の内容とその本質的な意義を探求する

ことから、文書の日付や署名、片言隻語をめぐる
                    く う
うんざりするような言い争いに転じていった」の

も、この論争が戦後のホロコースト研究が最初に

設定した方向性を一貫して継承したためである。

 意図主義的解釈、機能主義的解釈からするの論

争を規定していた限界を乗り越えるためには、限

界を画している諸要因を見定めた上で、第三帝国

のユダヤ人政策を考察するための新しい視点を作

らなければならない。限界を構成する要因として、

つぎの三点をあげることができる。①ホロコース

トを、非現実的・非合理的なものと考えたこと、

②反ユダヤ主義を、反ユダヤ政策の唯一かつ直接
                    ぼの
の原因と考えたこと(「反ユダヤ主義一元論」)、

③反ユダヤ政策を、他の諸政策・分野一般から切

り離して考えたこと。

 互いに関連する以上の要因を見定めたうえで考

察の視点を提示するならば、つぎのようになる。

すなわち「ユダヤ人問題」「ユダヤ人政策」なる

ものの実態が、第三帝国の社会に内在する「ドイ

ツ人問題」「ドイツ人政策」であったという視点

である。この視点は、政策決定史的な見方、とく

にその段階設定を否定する。なるほど第三帝国の

ユダヤ人政策は過激化の過程をたどっていったよ

うに見える。しかしこの過程を段階として理解す

るよりも、むしろそれを、それぞれの局面におけ

る社会構造の変化がユダヤ人政策の上に投影され

た歴史的状況の変化としてとらえる方が、具体的

な史実に柔軟に向き合えるのである。たとえばシ

ュロイネスは、第三帝国のユダヤ人政策の展開過

程を柔軟に考え、単純な単線的移行ではなく、ひ

とつの政策が行き詰まると、そのつど弁証法的に

新たな段階へ移行してくという図式を描いてい
 く 
る。しかし彼は政策の段階設定を前提としている

ため、反ユダヤ主義が多くの場合、同時にさまざ

まな行動や政策となって現われた事実を矛盾なく

説明できていないのである。

 以上のことをまとめると次のようになる。すな

わち、たとえばユダヤ経営をリストアップしてそ

れに標識をつけることよりも略奪の方がいっそう

過激であるという観点よりも、「民族共同体の敵」

に対する攻撃という社会現象が、さまざまな矛盾

をはらんだ個々の局面における一定の社会条件の

もとで、その矛盾への社会的反応、もしくは政策

的対応として現われ、それらがあるいはボイコッ

トであり、あるいは商店の破壊活動であったと考

える方が、歴史解釈の手法として柔軟性に富み、

かつ歴史的事実にもうまく対応できる、というこ
   く 
とである。

 政策が結果として過激化していったことについ

ては、私はその原因は「ヒトラーの狂信的な反ユ

ダヤ主義」にも、「官僚機構の全体」にも、「諸機

関の競合による累積的急進化」にも求められない

と考える。むしろ、新たな社会経済的緊張・矛盾

が現われるたびに、そのつどユダヤ人やユダヤ人

経営を標的とする措置が講じられた、あるいはそ

ういう社会的攻撃の回路が存在したためである。

歴史的に考察されなければならないのは、むしろ

この回路を形成し機能させたドイツの社会構造で

ある。逆説的にいうならば、第三帝国のユダヤ人

政策の研究は、それが従来の研究がせまく措定し

てき「ユダヤ人問題」「ユダヤ人政策」それ自体

の研究でなければないほど、その意味をより深く、

より広い文脈の中で理解することができるのであ
くゆ

る。
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むすび＝第三帝国の社会史と「経済の脱ユ

ダヤ化」

 ゲッツ・アリAly，G6tzは、「ホロコーストの経
 く ユ 

済」という視点から、絶滅政策を東方占領地政策

(経済政策、都市計画)全体の枠内で考察するこ

とを提唱し、先の両解釈からする論争で停滞ぎみ

だったホロコースト研究に新鮮な風を送り込んだ

研究者として有名であるが、彼は最近の第三帝国

のユダヤ人政策研究について次のように論じてい

る:「ナチ・ドイツのユダヤ人政策が、直接『ユ

ダヤ人問題』に関係する文書から解明されないと

いうことは、今日はっきりしている。むしろこの

間、最終的に殺人的迫害政策に流れ込むにいたっ

た多くの政治的、物質的利害が、研究の自明の構

成部分となっている。こんにち、まじめな歴史家

なら『ヒトラーの偏執狂』や『親衛隊の人種妄想』

にヨーロッパ・ユダヤ人殺害の主たる責任、まし
                    く  う
てや唯一の責任を負わせることはないだろう。」

 アリのこうした提言は、1980年代以降の第三帝

国の社会史・日常(生活)史研究の進展がもたら

したものである。1970年代後半の経済成長の停滞

とともに顕在化したさまざまな問題が、ヨーロッ

パの「近代」に対する反省として問い直される時

代状況のもとで、地域や、女性、家族、日常生活、
                     く ヨラ
広い意味での文化に注目する動きが出てきた。

民衆の目線を追い、その行動様式に注目する研究

は、政治・社会体制の違いをこえた「近代社会」

の性格を、そこで生活する人びとの生活態度を通

して浮き彫りにしたのである。こうした展望は、

イデオロギーや政策決定過程のみを重視した従来

の研究からは生じ得なかったものである。

 「下からの社会史」研究の進展は、第三帝国の

ユダヤ人政策に関していえば以下のような成果を

もたらした。すなわち、従来の研究においてもそ

の事実は知られていたものの、相互関連が必ずし

も明瞭にされないまま個別に考察・記述されてき

た事象、たとえば安楽死政策、社会経済政策、福

祉政策、労働政策、統計行政、都市住宅行政、占

領地行政などに新たな意味づけが行なわれ、それ

らが第三帝国の「近代的」性格との関連で総合的

に分析され、その相互連関の意味が問われるよう

になったということである。一見合理的、進歩的

にみえるものの中にひそむ野蛮性が注目され、

「近代」や「近代性」がナチズムと現代をつなぐ
                   く の
共通の指標として認識されるようになった。こう

して第三帝国のユダヤ人迫害は、「野蛮」な「前

近代」から「合理的で洗練された」「近代」の日

常生活の中に入り込んできたのである。

 第三帝国のユダヤ人政策の年代記を想定すると

き、絶滅政策が開始される前の戦前期を「ふつう」

の状況とみなすのは、いわば常識的な理解であろ

う。だが「下からの社会史」研究の進展によって

第三帝国の「日常(＝ふつう)」と「非日常」と

のあいだの境界が意外に定かでないことが判明し

てきた現在、解明されなければならないのは、む

しろこの「ふつうの状況」をつくり出し維持した

社会経済的基盤や人びとの意識構造、およびその

犯罪性なのである。この意味で、「犠牲者たちは

まず、行政的見地からだけではなく社会的にも、

多数派社会から排除された状態に置かれる必要が

あった。そうしてはじめて最終的に犠牲者たちの

絶滅ということが起こり得たのである」という社
             く ら 
会心理学者ヴェルツァーの指摘はきわめて重要で

ある。

 「まだ比較的文明の灯りの見えていたふつうの
         く   
状況」(ゲンシェル)に、いまあらためて注目す

る意義はここにある。第三帝国における経済の脱

ユダヤ化の分析は、これを可能にした客観的諸条

件、その社会経済的背景の解明を通して、追熟期

の第三帝国の社会史研究へつながっていく。そう

すれば冒頭のSOPADEの報告者のように、純粋に

合理的な原因の探求を断念して反ユダヤ行動のそ

の時どきの効果を書き記すという消極性に後退す

るのではなく、逆に具体的な反ユダヤ行動の現わ

れ方の分析を通して、第三帝国の社会の実態に迫

ることができるだろう。ユダヤ営業経営の定義問

題をはじめ、ナチ社会経済体制を根底から揺るが

しかねない多くの難題が未解決のまま断行された

経済の脱ユダヤ化は、ユダヤ人政策という視角か

ら矛盾に満ちたナチ体制の深部を照らし出す格好

の分析素材となっており、第三帝国の社会史との

関連において、その研究の一層の深化が望まれる

のである。
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